
ワーホリきょうと
参加者受入にあたって

ワーホリきょうと事務局（一般財団法人大阪労働協会）
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ワーホリきょうとの概要

就労場所 京都府内（京都市内を除く）の事業所

実施期間 平成30年8月から9月末までの期間で２週間程度

就業条件
アルバイト雇用契約を締結していただきます。（労働条件通知書が必要）
賃金、勤務日・時間等については、最低賃金（時給856円）を守り設定願います。
その他各種法令を遵守願います。（不明な点は調整させていただきます。）

経費について

以下の経費は京都府が一部負担いたします。（上限：１人１勤務日あたり税込1,080円）
・受入先等が参加者に対して支給する通勤に係る経費
・受入先側が負担する参加者の労災保険料等各種保険に要する経費
・受入先等が負担する作業着等日常必要な消耗品に要する経費
・受入先等が参加者に対して実施する研修等に要する経費
※領収書等の証拠書類が必要となります。
※食事代や休憩中の飲み物代・お菓子代など飲食費は補助の対象になりません。

宿泊場所

可能な限り寮や社宅、近くの宿泊先などをご紹介ください。
寮費・社宅等で必要な経費について、事業にて一部負担できる場合があります。
詳しくは事務局までお問合せください。
※寮・社宅規定あるいは領収書等の証拠書類が必要となります。
※参加者が手配する場合は、参加者に対して経費負担額を支払います。
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経費補助について

Å補助額上限：１人１勤務日あたり税込1,080円
o 受入先等が参加者に対して支給する通勤に係る経費。

o 受入先側が負担する参加者の労災保険料等各種保険に要する経費。

o 受入先等が負担する作業着等日常必要な消耗品に要する経費。

o 受入先等が参加者に対して実施する研修等に要する経費。

o 領収書等の証拠書類が必要となります。

o ※食事代や休憩中の飲み物代・お菓子代など飲食費は補助の対象になりません。

Å経費申請の処理について
o 別紙「経費報告書」により、領収書等の証拠書類を添えて申請してください。

o 「経費報告書」は2種あります。通勤交通費がない場合は、1種のみご提出ください。

o 領収書等の証拠書類がない場合、経費補助ができません。
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経費補助について
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受入時の留意事項（保険関係）

Å各種保険の取扱いについて
o ワーホリきょうとでアルバイト雇用するにあたり、各種保険についても法令順守の上、ご対応
ください。

o 雇用保険について該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず
「雇用保険被保険者資格取得届」（以下「資格取得届」といいます。）を事業所の所
在地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）に、被保険者となった日の属する月の
翌月 10 日までに提出してください。

（1）昼間学生
（2）左記（1）以外の者

（夜間学生・一般若者）

雇用期間 30日以下
31日以上且つ
週20時間以上

労災保険 加入必須 加入必須 加入必須

雇用保険 加入不要 加入不要 加入必須
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受入時の留意事項（最低賃金）

Å最低賃金：時給856円以上で設定してください。
o 平成29年10月1日をもって、最低賃金が改定されました。

o 京都府の最低賃金は、時給856円となります。ご注意ください。
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ワーホリきょうとの有意義な活用

Å応募者の属性について（平成29年度実績）
o 応募者の内訳は以下の通り、関東及び近畿圏（京都府外）で大半を占めています。

o また、年齢は18歳～22歳が大半を占めています。

Åワーホリきょうとの捉え方
o 「若者の意見や感覚を知ることができる」、「自社の魅力をアピールし、将来の顧客獲得や
就職の可能性」という観点でご対応いただけると、有意義な取組みになるかと思います。
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参加者心理を考える

Å参加者に安心感を与える
o ワーホリきょうとでは、大半の参加者が京都府外からやってきます。

o 滞在期間中は慣れない地域で、自宅とは違い勝手の分からない状況の中、2週間を過ご
すことになります。“アルバイト先でうまくできるか”という不安も抱えていることでしょう。

o せっかくの機会、最後まで満了できるように、ぜひサポートをしてあげてください。

o 参加者に安心感を与える“4つのポイント”を参考にしてください。

Welcome
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